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１ 愛媛県子ども・子育て会議委員、愛媛県少子化対策推進連絡会議会員名簿 

 
 ○愛媛県子ども・子育て会議 

分  野 氏  名 役     職 備考 

学 識 経 験 者 金子 省子 愛媛大学教育学部教授 会長 

子ども・子育て 

支 援 事 業 

従 事 者 

伊東 道子 愛媛県保育協議会会長 会長代理 

森  一男 愛媛県幼稚園連合会会長  

阿部 活志 ひかり認定こども園園長  

善家 千鶴 一般財団法人愛媛県母子寡婦福祉連合会会長  

友川  礼 一般社団法人愛媛県社会福祉士会理事  

中  眞一 一般社団法人愛媛県医師会理事  

子 ど も の 

保 護 者 

杉原美由紀 愛媛県ＰＴＡ連合会副会長  

堀田 真奈 特定非営利活動法人ワークライフ・コラボ理事長 公募委員 

事業主代表者 岩丸 裕建 一般社団法人愛媛県法人会連合会事務局長  

労働者代表者 菊川  泰 日本労働組合総連合会愛媛県連合会事務局長  

関係行政機関 

職 員 

山田  泉 愛媛労働局雇用均等室長  

横山 正都 今治市健康福祉部子育て支援課長  

 

 ○愛媛県少子化対策推進連絡会議 

役 職 氏  名 所  属  及  び  職  名 

会 長 大島 修一 保健福祉部 生きがい推進局長 

副会長 高橋 正範 保健福祉部 生きがい推進局 子育て支援課長 

会 員 上月 昌志 総務部 管理局 私学文書課長 

〃 山口 真司 企画振興部 管理局 総合政策課長 

〃 濵松 一良 県民環境部 管理局 男女参画・県民協働課長 

〃 加藤  泰 県民環境部 防災局 消防防災安全課長 

〃 菅  豊正 保健福祉部 管理局 保健福祉課長 

〃 山田 裕章 保健福祉部 管理局 医療対策課長 

〃 竹内  豊 保健福祉部 健康衛生局 健康増進課長 

〃 越智 和彦 保健福祉部 生きがい推進局 障害福祉課長 

〃 亀井  崇 経済労働部 管理局 労政雇用課長 

〃 阿部 純市 農林水産部 農業振興局 農産園芸課長 

〃 黒河 孝俊 土木部 道路都市局 建築住宅課長 

〃 越智  孝 教育委員会事務局 管理部 生涯学習課長 

〃 吉田 慎吾 教育委員会事務局 指導部 義務教育課長 

〃 長井 俊朗 教育委員会事務局 指導部 高校教育課長 

〃 白石 恵三 警察本部 生活安全部 生活安全企画課長 
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２ 用語解説 
 
■ アルファベット ■■■ 
ＬＥＤ信号機（P88） 
 発光光源として LED（発光ダイオード：Light 
Emitting Diode）を用いた信号機で、従来の白熱電球
を発光光源とした信号機と比べ、長寿命、省電力であ
るほか、疑似点灯（太陽光が当った場合に信号機が点
灯しているように見える現象）の防止効果等の利点が
ある。 
 
ＭＦＩＣＵ（母体・胎児集中治療室）（P59） 
切迫早産や胎児異常などの重篤な母体・胎児に対し

て、高度な医療の中で集中治療できる施設。 
 

ＮＩＣＵ（新生児集中治療室）（P59） 
小さく生まれた、予定より早く生まれた、病気を持

って生まれた等の新生児に対して、高度な医療の中で
集中治療ができる施設。 
 

■ あ行 ■■■ 
新たな少子化社会対策の大綱（P37） 
少子化社会対策基本法（平成 15年法律第 133号）第

７条に基づき、国の基本施策として、総合的かつ長期
的な少子化に対処するための施策を定めたものであり、
平成 16年６月４日に「少子化対策大綱」が閣議決定さ
れた。その後、急激に進行する少子化の流れを変える
ために、新たに平成 26年度中に大綱を策定することと 
している。 
URL  
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/meeting/
taikou/k_1/index.html 
 

いじめ防止対策推進法（P38） 
いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に

推進することを目的として制定された法律(平成 25 年
法律第 71号） 平成 25年６月 28日公布（同年９月 28
日施行）。 

 

一般事業主行動計画（P93、146） 
次世代育成支援対策推進法に基づき、事業主が従業

員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備
や、多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって
策定するもの。計画期間や目標、その達成のための対
策と実施時期を定める。従業員 101 人以上の事業主は
策定義務を、同100人以下の事業主は努力義務を負う。 
 

インターンシップ（P73） 
生徒が事業所などの職場で働くことを通じて、職業

や仕事の実際について体験したり、働く人々と接した
りする学習活動。 
 
えひめあんしん賃貸支援事業（P106） 
子育て世帯等、住宅の確保に配慮を要する世帯の入

居を受け入れる民間賃貸住宅の登録制度を設けるとと
もに、住宅を斡旋する宅地建物取引業事業者や、住宅
への入居を支援する NPO、社会福祉法人等の居住支援団
体等との連携によるネットワーク体制を構築し、住宅

の情報提供及び居住支援サービスを実施する事業。 
 
えひめ学園（P79） 
不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家

庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要す
る児童を入所させるなどにより、個々の児童の状況に
応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせ
て退所した者について相談その他の援助を行うことを
目的とする児童自立支援施設として県が設置している
施設。 
 

えひめ学校教育サポーター企業（P74、75） 
出前授業や施設見学等を通して、教育活動を支援す

る企業・団体等のこと。データベースに登録してホー
ムページに掲載し、各学校に情報提供をしている。 

 

えひめ教育月間（P61） 
「えひめ教育の日」と併せ、毎年 11月を「えひめ教

育月間」と定め、各学校や教育関係団体等が地域等に
おいて関連行事を集中的に実施し、県民の積極的な参
加を促すこととしている。 
 
えひめ教育の日（P61） 
教育に対する県民の意識・関心を高め、学校や行政

だけでなく、家庭や地域などが一体となって、本県教
育の推進を図るため、県民総ぐるみで愛媛の教育につ
いて考え、行動する契機となる日として、平成20年に、
教育関係団体で組織する「『えひめ教育の日』推進会議」
が、毎年 11月１日(県及び市町の教育委員会の発足日)
を「えひめ教育の日」と定めた。 
 
えひめ結婚支援センター（P33、55） 
未婚化・晩婚化対策のため、愛媛県が平成 20 年 11

月に開設した公的機関であり、結婚を希望する独身男
女に出会いの場を提供して結婚を支援しており、企
業・団体、市町、ボランティアなどと連携しながら、
結婚支援イベント（de愛イベント）やお見合い事業（愛
結び）でお引合せを実施している。センターの運営は、
愛媛県法人会連合会に委託。 
URL http://www.msc-ehime.jp/  
 
愛媛県学力向上５か年計画（P101） 
「学校教育の質の保証・向上」を目標として、学校

が家庭や地域と連携しながら計画的に学力向上に取り
組むため、平成 24 年度から 28 年度の５年間の具体的
な取組を定めた計画。 
 
愛媛県少子化対策推進条例（P4） 
社会全体が一体となってさまざまな分野で少子化対

策に取り組み、県民が家庭や子育てに夢を持ち、安心
して子どもを生み育てることができる社会の実現に寄
与することを目的に、平成 26年９月議会に議員提案さ
れ、同年 10月 17日に公布・施行。 
 
愛媛県総合教育センター（P62） 
教育に関する専門的な調査及び研究、教職員の研修、

教育相談などに関する業務を行う施設。教育相談は、
月～金曜日（年末年始、祝日を除く。）の 8:30～17:15
に受け付けている。 
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愛媛県犯罪の起きにくい安全で安心なまちづくり
条例（P86） 
県民が安全で安心して暮らすことができる社会の実

現を目的に、「えひめ力の総結集」による自主防犯活動
の推進を理念とし、県の責務、県民及び事業者の役割、
地域活動団体の取組、市町への支援及び協力、協議会
等の推進体制の整備などの基本事項を定めた条例。（平
成 25年４月１日施行） 
 
愛媛県保育士・保育所支援センター（P117） 
潜在保育士の再就職や、保育士資格取得を支援する

ことにより、子どもを安心して育てることが出来る体
制を整備することを目的とした施設。センターの運営
は、愛媛県社会福祉協議会に委託。 
 
愛媛県母子保健計画（P4） 
母子保健に関する効果的な施策を総合的に推進する

ため、「健やか親子 21(第２次)」で示された課題や指標
を基本として策定する県計画。第２期えひめ・未来・
子育てプランに内包して策定している。 
 
えひめ広域スポーツセンター（P73） 
総合型地域スポーツクラブの創設・育成を支援する

ための組織。（公財）愛媛県スポーツ振興事業団内に設
置しており、ホームページ等による情報提供やクラブ
の創設・運営に関する助言などを行っている。 
 
えひめ子育て応援企業（P33、36、93） 
仕事と子育ての両立支援に取り組む中小企業のうち、

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計
画の策定等の認証基準を満たす企業を、申請に基づき
県が認証するもの。 
 
えひめ児童生徒をまもり育てるサポート制度（P77） 
学校と警察が相互に児童生徒の問題行動に関する情

報交換を行い、連携して非行を防止するなど、児童生
徒の健全育成を推進するための制度。 
 

■ か行 ■■■ 
学校関係者評価（P67、68、74、96） 
 保護者、学校評議員、地域住民、その他学校関係者
などにより構成された評価委員会等が、その学校の教
育活動の観察や意見交換等を通じて、学校が行った自
己評価の結果について評価することを基本として行う
もの。 
 
学校支援地域本部（P102） 
学校を支援するため、学校が必要とする活動につい

て地域の方々をボランティアとして派遣する組織で、
いわば地域につくられた学校の応援団である。 
 
学校トラブルサポートチーム（P77） 
生徒の重大な問題行動や保護者等から理不尽な要求

があった学校を専門的な立場から支援するためのチー
ム。弁護士、医師、大学教授、警察関係者等の専門家
で構成されている。 
 
学校評議員（P74、75） 

地域住民が学校経営に参画する仕組みを制度的に位
置付けるものとして導入された。校長は学校評議員か
ら得た意見を参考にしながら、特色ある開かれた学校
づくりを実現していくことができる。 
 

危険ドラッグ（P87） 
覚醒剤、大麻等の規制薬物に似た作用をもつ成分や

規制薬物そのものが含まれることのある危険な薬物。 

 

キャリア教育（P53） 
学校等において、望ましい職業観・勤労観及び職業

に関する知識や技能を身につけさせるとともに、自己
の個性を理解し、主体的に進路を選択する能力・態度
を育てる教育。 
 

教育課程説明会（P73） 
学習指導要領に示されている指導する領域や内容を

明確にするとともに、地域や学校、児童生徒の実態な
どを考慮しながら各学校において適切に教育計画を作
成するための研究協議を行う会議。 
 

合計特殊出生率（P3、7） 
その年次の15～49歳までの女性の年齢別出生率を合

計したもので、１人の女性が、その年次の年齢別出生
率で一生の間に子どもを産むと仮定したときの子ども
の数に相当する。 
 
構造改革特区制度（P54） 
民間事業者や地方公共団体等の自発的な発案により、

特定の地域を対象に規制を緩和し、地域経済の活性化
を図ろうとする制度。 
URL 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kouzou2/  
 
高等職業訓練促進給付金（P84） 
 児童扶養手当支給の所得水準にある母子家庭の母又
は父子家庭の父が、就職を容易にするために必要な資
格取得に係る養成訓練の受講期間において支給される
給付金。 
 

心と体の健康センター（P34、60、76） 
精神保健福祉法に基づき、精神保健福祉の向上や精

神障害者の福祉の増進を図るために設置している。松
山市本町７丁目総合保健福祉センター内にある。 
 

子育て家庭応援事業四国協議会（P63） 
平成 19年６月、子育てに関する広域連携事業等の検

討を行うため、協議会を設置。四国４県の子育て家庭
優待事業の相互利用や協議会ＨＰから各県の家族のお
出かけ情報を発信するなど、四国４県連携事業を実施。 
 
子育て世代包括支援センター（P62） 
妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに

対して総合的相談支援を提供するワンストップ拠点。
市町が整備し、県は人材育成研修などの支援を行うこ
とを、国は平成 26年度から推進している。 
 
子どもの貧困率（P83） 
世帯の年間収入から税金や社会保険料を引いた「実
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際に使える金額」（等価可処分所得）について、中央値
の 50％を基準として、それ以下の世帯の人々の割合を
相対的貧困率といい、その世帯で暮らす 17歳以下の子
どもの割合を「子どもの貧困率」という。 
 
子ども療育センター（P62、81） 
肢体不自由児と重症心身障害児の療育を目的とした

児童福祉法に基づく児童福祉施設で、医療法に基づく
病院としての機能も有する、障害児に対する福祉・保
健・医療・教育が連携した総合的なサービスを提供す
る県内地域療育の拠点として平成19年４月１日に開所
した施設。医師、看護師、理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士、心理判定員、保育士、児童指導員など、
多職種の専門スタッフが、障害の軽減、社会生活に必
要な生活習慣の確立などの支援を行っている。 
 
個別の教育支援計画（P82） 
障害のある子ども一人一人のニーズを正確に把握し、

適切な対応が行えるよう、教育、医療、福祉等の関係
機関が連携を図りつつ、乳幼児期から学校卒業後まで
の長期的視点に立って、一貫して的確な教育的支援を
行うために作成した計画。 
 
個別の指導計画（P82） 
子ども一人一人の障害の状態等に応じたきめ細かな

指導ができるよう、学校の教育課程や指導計画等を踏
まえて、具体的な個別の指導目標や内容、方法等を盛
り込んだ指導計画。 
 
■ さ行 ■■■ 
サイバー犯罪（P87） 
不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反、コン

ピュータや電磁的記録媒体を対象とした犯罪のほか、
ネットワークを利用した犯罪をいう。 
 
里親（P35、79、80、105） 
児童福祉法に規定されている里親制度の下で、要保

護児童を養育する「養育里親」、「専門里親」、養子縁組
によって養親になることを希望する「養子縁組希望里
親」などがある。 
里親制度は、何らかの事情により家庭での養育が困

難又は受けられなくなった子ども等に、温かい愛情と
正しい理解を持った家庭環境の下での養育を提供する
制度。 
 
次世代育成支援対策推進法（次世代法）（P3、31、
37、93、146） 
我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、次

代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成
される環境の整備を図るため、次世代育成支援対策に
ついて、基本理念を定めるとともに、国による行動計
画策定指針並びに地方公共団体及び事業主による行動
計画の策定等の次世代育成支援対策を迅速かつ重点的
に推進するために必要な措置を講ずることを定めた法
律。平成 15年７月 16日に公布され、平成 27年３月 31
日までの時限立法であったが、平成 26 年４月 23 日に
一部改正され、同法の有効期限は平成 37 年３月 31 日
まで 10年間延長となった。 
URL 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
kodomo/kodomo_kosodate/jisedai/index.html  
 
持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）（P73） 
現代的、社会的な課題に対して地球的な視野で考え、

自らの問題として捉え、身近なところから取り組み、
持続可能な社会づくりの担い手となるよう一人一人を
育成する教育。 
 
シックハウス症候群（P90） 
居住環境において化学物質等により汚染された空気

を起因とした健康障害の総称。近年の住宅の高気密化
による換気量の低下や化学物質を多量に用いた建材の
使用により、新築や改築後の住宅などで化学物質によ
る室内空気汚染などがあり、居住者に様々な健康被害
（疲労感、頭痛、めまい、吐き気、くしゃみ、鼻水、
目やのどの痛み、呼吸困難など）が生じている事例が
ある。 
 
指定管理者（P90） 
平成15年の地方自治法の一部改正により導入された

制度であり、公の施設の管理について、従来の公共的
団体等への管理委託制度に代わり、議会の議決を経て
指定される「指定管理者」に管理を委任するもの。指
定管理者の範囲については特に制約が設けられておら
ず、民間事業者も含まれる。 
 
児童委員及び主任児童委員（P62） 
児童委員は、子育て、妊娠、出産、母子家庭などに

対して、相談・援助、行政サービスの紹介などを行う。
主任児童委員は、地域の児童健全育成活動や児童、妊
婦等への援助活動などに従事するほか、地域に配置さ
れている児童委員と関係機関との連絡調整なども行う。 
 
児童家庭支援センター（P76、77、79、80） 
地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童、

母子家庭その他の家庭、地域住民その他からの相談に
応じ、必要な助言を行うとともに、保護を必要とする
児童またはその保護者に対する指導を行い、あわせて
児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整等を総合的
に行い、地域の児童、家庭の福祉の向上を図ることを
目的とする児童福祉法に定める施設。 
 
児童館（P28、36、63、90、91） 
児童福祉法に定める児童厚生施設で、児童に健全な

遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにするこ
とを目的とする施設。 
 
児童虐待（P 26、35、38、44、59、78、103、105、
113、121） 
保護者により子ども（18歳に満たない者）に加えら

れた行為で、子どもの心や身体を傷つけたり、健全な
育成や発達を損なう場合を言い、生命の危険のある暴
行等に限らず、心身に有害な影響を及ぼす言動を含む。
児童虐待の防止等に関する法律では①身体的虐待、②
性的虐待、③保護の怠慢・拒否（ネグレクト）、④心理
的虐待の４つの行為類型を児童虐待として規定してい
る。 
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児童虐待の防止等に関する法律（P26） 
児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期

発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共
団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の
支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の
防止等に関する施策を促進し、もって児童の権利利益
の擁護に資することを目的として制定された法律。 
 

児童憲章（P4） 
子どもの健やかな成長を願って昭和 26 年（1951年）

５月５日の「こどもの日」に制定された子どものため
の権利宣言。子どもの社会保障・家庭・教育・労働・
文化・保護などの権利と、それに対する社会の義務と
責任をうたっている。 
 
児童センター（P90） 
児童館の機能に加え、児童の体力増進に関する特別

の指導機能を併せ持った施設。 
 
児童相談所（P 26、45、62、76~80、103、105） 
児童福祉法に基づき都道府県等に設置されている児

童福祉の専門機関。児童相談所は、児童に関する様々
な問題について家庭や学校などからの相談に対応し、
児童及びその家庭についての必要な調査並びに医学的、
心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定
やその判定に基づく必要な援助（指導、措置）、児童の
一時保護などの業務を行う。 
 
児童の権利に関する条約（P 4） 
18 歳未満のすべての子どもの保護と基本的人権の

尊重を促進することを目的として、平成元年（1989 年）
11 月 20 日に国連総会において全会一致で採択された
もので「子どもの権利条約」とも呼ばれている。我が
国は、平成 2年（1990年）９月 21日に条約に署名、平
成 6年（1994年）４月 22日に批准を行い（世界で 158
番目）、同年５月 22 日から発効している。条約では、
子どもは、保護され、支援されるべき存在として、「生
きる権利」、「育つ権利」、「守られる権利」及び「参加
する権利」の４つの権利を守ることとされている。URL  
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/ 
 
児童扶養手当（P83、107） 
ひとり親世帯等の生活の安定と自立の促進に寄与す

るため、18歳に達する日以後の最初の３月 31日までの
間にある児童（障害児の場合は 20歳未満）を監護する
母、監護し、かつ生計を同じくする父又は養育者に対
して支給される手当。 
 
児童養護施設（P70、79、80、104、105、109、118） 
保護者のいない児童（乳児は除く。ただし、安定し

た生活環境の確保その他の理由により特に必要のある
場合には乳児を含む。以下同じ。）、虐待されている児
童その他環境上養護を要する児童を入所させてこれを
養護し、併せて退所した者に対する相談その他の自立
のための援助を行うことを目的とする施設。 
 
住居確保給付金（P106） 
離職等により経済的に困窮し住宅を失った者又は住

宅を失うおそれのある者に対して、一定の条件のもと、

家賃相当分を支援するための給付金。 
 

周産期医療（P44、59） 
周産期とは、妊娠 22週から生後満７日未満までの期

間をいい、周産期医療とは、周産期を含めた前後の期
間において、母体・胎児や新生児の生命に関わる突発
的な緊急事態に対して、産科・小児科双方からの一貫
した体制で提供する医療をいう。 
 
周産期死亡率（P59） 
周産期死亡数は、妊娠満 22週以後の死産数と出生後

満７日未満の早期新生児死亡数を加えたものであり、
周産期死亡率とは、年間の 1,000 出産に対する周産期
死亡数の比率である。なお、出産数は、出生数に妊娠
満 22週以後の死産数を加えたものである。 
 
就労活動促進費（P106） 
自ら積極的に就労活動に取り組む被保護者に対して、

活動内容をはじめ、一定の条件のもと、月額５千円を
支給するもの。 
 
就労自立給付金（P106） 
保護脱却時に、税や社会保険料等の負担が生じるこ

とを踏まえ、保護受給中の就労収入の一部を仮想的に
積み立て、保護廃止時に支給する給付金。 
 

授業評価システムガイドライン（P74） 
県内の小中学校において、組織的・継続的な授業改

善を行う授業評価システムを構築し、授業評価を基に
授業改善が円滑かつ効果的に実施されるよう県教育委
員会が平成 20年３月に作成したガイドライン。 
 
障害児ふれあい体験学習（P82） 
特別支援学校小・中学部の児童生徒が、居住地の小･

中学校の学校行事や授業等に参加し、一緒に活動する
ことを通して、相互理解を深め、豊かな人間性をはぐ
くむことを目的とした学習。 
 
障害者自立支援協議会（P105） 
障害者の地域生活を支援する相談支援事業や社会資

源の拡充等に関して協議・調整を行うことを目的に、
地方公共団体が設置する機関。 
 
小規模グループケア（P79） 
児童養護施設、乳児院等において、虐待を受けるな

ど心に深い傷を持つ子どもに対して、小規模なグルー
プにより、できる限り家庭的な環境の中で職員との個
別的な関係を重視したきめ細かなケアを行う体制。 
 
情緒障害児短期治療施設（P79、80） 
軽度の情緒障害を有する児童を、入所又は保護者の

下から通わせて、比較的短期間で治療し、家庭復帰や
児童養護施設等での養育につなぐとともに、併せて退
所した者について相談その他の援助を行うことを目的
とする施設。 
 
少年心理専門員（P87） 
臨床心理士の資格を有する愛媛県警察の少年補導職

員で、心理の専門的知識を生かし、少年や関係者への
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カウンセリング等を行う。 
 
少年補導委員（P76） 
市町から委嘱され、街頭補導活動や相談活動、補導

少年に係る家庭・学校・警察への連絡・通告、環境浄
化活動、広報活動を行う者。 
 
少年補導センター（P76） 
青少年育成を目的として、市町に設置されている機

関。いじめ・不登校・非行といった子どもや若者とそ
の保護者が抱える悩みに対する相談活動をはじめ、非
行や不良行為を行っている者に対する街頭補導活動、
有害環境の浄化活動、各種イベントをはじめとする広
報啓発活動、就労支援、居場所づくりといった活動を
行う。 
 
食育（P73、103、104） 
健全な食生活を実践することができる人間を育てる

ため、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」
を選択する力を習得するもの。 
 
ジョブカフェ愛 work（愛媛県若年者就職支援センタ
ー）（P53） 
愛媛県が松山市銀天街に設置し、若年者の就職支援

や人材育成に向けた取り組みを総合的に実施している。
行政や経済団体、企業、教育機関、保護者団体等が一
体となって設立した(一社)えひめ若年人材育成推進機
構によって運営されている。 
 

自立援助ホーム（P33、35、79、80、104） 
自立援助ホーム（児童自立生活援助事業）は、義務

教育を終了した 20歳未満の児童であって、児童養護施
設等を退所したもの等に対し、これらの者が共同生活
を営む住居（自立援助ホーム）において、相談その他
の日常生活上の援助、生活指導、就業の支援等を行う
事業。 
 
自立支援教育訓練費（P84） 
児童扶養手当支給の所得水準にあり、雇用保険法に

よる教育訓練給付の受給資格のない母子家庭の母又は
父子家庭の父が、教育訓練講座を受講し、修了した場
合にその経費の一部を支給する給付金。 
 
自立相談支援機関（P104、105） 
自立相談支援事業を行う機関であり、福祉事務所設

置自治体又は同自治体から委託を受けた団体。 
 
自立相談支援事業（P103、104） 
生活困窮者自立支援法に基づく事業で、生活困窮者

からの相談を受けて、生活困窮者が抱えている課題に
応じた支援計画を策定し、自立に向けて包括的、継続
的に支援を行うもの。 
 
新生児死亡率（P59） 
出生 1,000 人に対する生後４週（28 日）未満の死亡

数。 
 
新生児マススクリーニング検査（先天性代謝異常等
検査（P34、57、64、65、106） 

生後数日の赤ちゃんの足の裏から、ごく少量の血液
をろ紙にしみ込ませて、専門の検査機関に送り、問題
となる病気がないかどうか調べる検査のこと。 
 
スクールカウンセラー（P38、77、102、109） 
児童生徒や保護者の抱える悩みを受け止め、学校に

おけるカウンセリング機能の充実を図るため、臨床心
理に専門的な知識・経験を有する専門家。 
 
スクールソーシャルワーカー（P38、76、101、102、
109） 
教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門

的な知識・技術を用いて、児童生徒の置かれた環境に
様々な方法で働きかけて支援を行う専門家。 
 
健やか親子 21（第２次）（P4） 
「すべての子どもが健やかに育つ社会」の 10年後の

実現に向けた国民運動計画。 
 
生活困窮者自立支援法（生活困窮者自立支援制度）
（P103~106） 
 生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対する自立
支援策の強化を図るため、自立相談支援事業の実施、
住居確保給付金の支給その他の支援を行うことを定め
た法律。（平成 27年４月１日施行） 
 
セーフティーリーダー（P87） 
交通の安全や円滑のために、各種運動のリーダーと

して活躍しているボランティアの人たち。県公安委員
会が地域交通安全活動推進委員として委嘱している。 
 
総合型地域スポーツクラブ（P73） 
地域住民の自主的、主体的な運営により、子どもか

ら高齢者まですべての世代の人が、身近な学校や公共
スポーツ施設等を活用しながら、生涯を通してスポー
ツに親しめる環境づくりを目指して活動しているスポ
ーツクラブ。 
 
総合周産期母子医療センター（P59） 
ＭＦＩＣＵやＮＩＣＵなどを備え、合併症妊娠や重

い妊娠高血圧症候群、切迫早産など、リスクの高い妊
娠に対する医療や高度な新生児医療を提供する周産期
医療の中核施設。 
 
■ た行 ■■■ 
第六次愛媛県長期計画「愛媛の未来づくりプラン」
（P4） 
10年後の将来像を描いた長期ビジョン編と、その将

来像の実現に向け、４年間で取り組む施策を盛り込ん
だアクションプログラム編により、愛媛づくりの方向
性を示した県の長期計画。 
 
タンデムマス法（P57） 
タンデムマスとは「タンデム型質量分析計」という

測定機器のことであり、タンデムマス法とは、この機
器を使って、血液ろ紙１回の分析でたくさんの病気を
調べることができる検査法のこと。 
 
地域周産期母子医療センター（P59） 
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産科及び小児科（新生児診療を担当するもの）等を
備え、母体や胎児、新生児に対する比較的高度な医療
を提供できる施設。 
 
地域小規模児童養護施設（P79、104） 
児童養護施設を運営している法人の支援のもと、近

隣住民との適切な関係を保持しつつ、家庭的な環境の
中で養護を実施することにより、子どもの社会的自立
の促進に寄与するため、地域社会の民間住宅等を活用
して養護を行う施設。 
 
地域若者サポートステーション（P53、105、106） 
ニートの状態にある若者とその保護者に対し、専門

的な相談、各種プログラム、職場体験、地域ネットワ
ークを活用した支援など、多様な就労支援メニューを
提供する拠点施設。 
 
低出生体重児（P57~59） 
出生児の体重が 2,500g 未満の新生児のことをいう。

出生体重が 1,500g 未満の新生児を極低出生体重児、
1,000g未満の新生児を超低出生体重児といい、低出生
体重児には極低出生体重児も超低出生体重児も含まれ
る。 
 
特別支援学校のセンター的機能（P82） 
特別支援学校が有する専門的な知識・技能を生かし、

地域における特別支援教育のセンターとしての役割を
果たすこと。小・中学校等の要請に応じて、特別支援
教育に関する相談や情報提供、教員に対する研修協力、
施設・設備の提供等を行う。 
 

特別支援教育コーディネーター（P81） 
各学校において、全校体制で特別支援教育を推進す

るため、主に、学校内の関係者や福祉・医療等の関係
機関との連絡調整、保護者からの相談窓口、校内委員
会・校内研修の企画・運営などの役割を担う者。 
 
■ な行 ■■■ 
ニート（P53、105、106） 
NEET（Not in Education, Employment or Training） 
15～34歳の非労働力人口のうち、家事も通学もして

いない者。 
 
日本版デュアルシステム訓練（P53、54） 
「働きながら学ぶ、学びながら働く」ことにより若

者を一人前の職業人に育てる職業訓練システム。教育
訓練機関（高等技術専門校等）での訓練と企業におけ
る研修、実習訓練を並行的に実施し、その企業での常
用雇用をめざす。 
 
乳児死亡率（P59） 
出生 1,000 人に対する生後１年未満の死亡数。 

 
認可外保育施設（P67） 
児童福祉法による認可を受けないで、保護者との私

的契約により乳児または幼児を保育する施設で、ベビ
ーホテル・事業所内保育・その他の施設（託児所等）
がある。 
 

妊婦の日（P57） 
愛媛県産婦人科医会が中心となり、「いいお産

（1103）」の語呂合わせで、毎年 11 月３日に「良い子
を産み育てる妊婦の日」として専門家からのアドバイ
スやコンサートなどのイベントを実施している。40回
以上の歴史を持つ。 
 
ノーマライゼーション（P45、81） 
障害者を特別視するのではなく、一般社会の中で普

通の生活が送れるような条件を整えるべきであり、共
に生きる社会こそノーマルな社会であるとの考え方。 
 
■ は行 ■■■ 
発達障害（P57、81） 
 比較的低年齢で現れ始める行動やコミュニケーショ
ン・対人交流、学習の問題を主とする脳の機能障害。
広汎性発達障害（自閉症、アスペルガー症候群等）、注
意欠陥多動性障害、学習障害等があり、知的な遅れを
伴う場合と 伴わない場合がある。知的な遅れを伴わな
い場合は、見た目で分かりにくく、周囲の理解が得ら
れにくい。 
 
ファックスネットワーク（Ｆネットシステム）（P86） 
 幼児、児童及び生徒の安全に不安を与える事案が発
生した時に、警察署から周辺の学校等へファックスに
より情報を送信するシステム。 
 

ファミリーハウスあい（P64） 
小児慢性特定疾病児等長期にわたり医療施設におい

て療養を必要とする児童の家族が付き添いのために滞
在できる木造２階建ての宿泊施設で、県立中央病院の
南側に位置する。 
 

ファミリーホーム（P33、35、79、80） 
ファミリーホーム（小規模住居型児童養育事業）は、

養育者の家庭に児童を迎え入れて行う家庭養護の一環
として、保護者のない児童又は保護者に監護させるこ
とが不適当であると認められる児童に対し、この事業
を行う住居において、基本的な生活習慣や豊かな人間
性・社会性を養うこと等を目的として、児童の養育を
行う事業。 
 
フィルタリングソフト（P76） 
インターネットのウェブページを一定の基準で評価

判別し、子どもに違法・有害なウェブページ等を選択
的に排除する機能。 
 

フッ化物洗口（P73） 
むし歯予防を目的に、一定濃度のフッ化ナトリウム

を含む水溶液で 30秒～１分間洗口（ぶくぶくうがい）
をすること。 
 

不妊専門相談センター（P34、60） 
不妊で悩む夫婦等を対象に、専門の医師等が不妊に

関する相談指導・情報提供及び専門相談員の研修等を
行う機関。愛媛県では心と体の健康センターに設置し
ている。 
 

フレックスタイム制度（P93） 
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１か月以内の一定期間（清算期間）における総労働
時間をあらかじめ定めておき、労働者はその枠内で各
日の始業及び終業の時刻を自主的に決定し働く制度で、
労働者がその生活と業務の調和を図りながら、効率的
に働くことができ、労働時間を短縮しようとするもの。 
 
放課後子ども教室（P 36、69、74、96、102~104） 
すべての子どもを対象に、放課後や週末等に安全・

安心な子どもの活動拠点（居場所）を設け、地域住民
の参画を得て、子どもたちと共に勉強やスポーツ・文
化活動、地域住民との交流活動等の取組みを推進する
もの。 
 
放課後子ども総合プラン（P 69、102~104） 
共働き家庭等の「小１の壁」を打破するとともに、

次代を担う人材を育成するため、すべての就学児童が
放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を
行うことができるよう、一体型を中心とした放課後児
童クラブ及び放課後子ども教室の計画的な整備等を進
めるもの。 
 
放課後児童クラブ（P 28、33、34、45、69、96、97、
102~104、118） 
保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就

学している児童に対し、授業の終了後等に学校の余裕
教室や児童館等を利用して、適切な遊びや生活の場を
提供するもの。 
 

放課後児童支援員（P69、90） 
放課後児童クラブに配置され、クラブに参加する児

童の放課後等の遊びや生活を支援する職員で、保育士
などの資格を持ち、知事が行う研修を修了した者。 
 

保健所（P57、60、73、76、81、90） 
地域保健法に基づき､地域における公衆衛生の向上

及び増進を図るために設置された機関。 
 

母子及び父子並びに寡婦福祉法（P4、103、104） 
母子家庭、父子家庭及び寡婦に対する福祉施策の中

心となる法律。平成 26年の法改正（平成 26年 10月１
日施行）により、父子家庭への福祉の措置に関する章
が創設され、法律名も母子及び寡婦福祉法から改称さ
れた。 
 

ポジティブ・アクション（P93） 
固定的な性別による役割分担意識や過去の経緯から、

男女労働者の間に事実上生じている差があるとき、そ
れを解消しようと、企業が行う自主的かつ積極的な取
組みのこと。 
 
母子福祉資金貸付金等（P106、107） 
 母子福祉資金は、母子家庭の母に対して必要な資金
の貸付けを行い、経済的自立の支援や児童の福祉の増
進を図るもの。同様に、父子家庭の父には父子福祉資
金、寡婦には寡婦福祉資金の貸付制度がある。 
 
母子・父子自立支援員（P83、103、105、106、108） 
母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、都道府県

知事、市長及び福祉事務所設置町村長が委嘱する職員。

ひとり親家庭及び寡婦に対し、生活一般についての相
談指導や母子父子寡婦福祉資金に関する相談・指導を
行う。平成 26年 10月から、母子自立支援員を改称。 

 
母子・父子自立支援プログラム策定員（P107） 
児童扶養手当受給者の個々のケースに応じた支援メ

ニューを組み合わせた自立支援プログラムを策定し、
その自立促進を支援する。 

 

■ ま行 ■■■ 
まもるくんの会社（P36、86、87） 
会社、店舗その他の事業所を緊急時の避難場所とし

て提供してもらい、子どもが被害に遭い、又は遭うお
それがある場合における一時的な保護と警察への通報
等によって、子どもを犯罪の被害から守ることを目的
とした活動。 
 
まもるくんの車（P86、87） 
タクシーや会社等の営業用車両に「まもるくん」ス

テッカーを貼付し、走行しての見守り・警戒活動によ
って、登下校中等の子どもを犯罪の被害から守ること
を目的とした活動。 
 
未熟児（P57） 
身体の発育が未熟のまま出生した乳児であつて、正

常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのもの
をいう。 
 
メンタルヘルス（P57） 
精神面における健康のこと。女性のライフサイクル

の中で、出産前後の期間はうつ病の出現率が高いとさ
れており、出産や育児の不安に対する心のケアは大切
である。 
 
■ や行 ■■■ 
ユニバーサルデザイン（P90） 
すべての人のためのデザインを意味し、例えば、施

設や製品等を作る際は、新しいバリアが生じないよう
誰にとっても利用しやすくデザインするという考え方 
である。 
URL 
http://www8.cao.go.jp/souki/barrier-free/bf-inde
x.html 
 
養育支援訪問事業（P79、80） 
市町が、乳児家庭全戸訪問事業の実施等により把握

した、保護者の養育を支援することが特に必要と認め
られる児童や保護者に監護させることが不適当である
と認められる児童及び保護者又は出産後の養育につい
て出産前に支援を行うことが特に必要と認められる妊
婦に対し、その養育が適切に行われるよう、児童等の
居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他
必要な支援を行う事業。 
 

要保護児童対策地域協議会（P79） 
要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特

定妊婦への適切な支援を図るため、児童福祉法に基づ
き、市町が、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関
連する職務に従事する者その他の関係者を構成員とし



159 

て設置する協議会。 
 

■ ら行 ■■■ 
リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（P60） 
「性と生殖に関する健康・権利」のこと。1994年に

エジプトのカイロで開かれた国際人口開発会議（ICPD)
にて提唱された概念。 
 

療育（P45、81） 
障害をもつ子どもに対して、その成長や発達段階に

応じた適切な治療・訓練・教育等を提供すること。 
 
労働力人口（P19、29） 
15歳以上人口のうち、就業者（従業員及び休業者）

と完全失業者を合わせたもの。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



参考資料 第１期えひめ・未来・子育てプラン（後期計画）の進捗状況（平成25年度末現在）

第１目標「子育ての夢」が感じられる“えひめ”

22年度 23年度 24年度 25年度 目標達成率 →22 →23 →24 →25

１　若年者の自立支援

01 1,200人 (H21) 1,665人 1,878人 2,349人 2,445人 97.8%    

2,500人
※毎年度目標

値設定
（H25）

02 90% (H20) 78.6% 90.9% 93.3% 83.3% 83.3%     100% (H26)

03 7,651人 (H20) 9,885人 9,551人 10,674人 14,942人 －     増加 (H26)

２　良きパートナーとの出会いの支援

04 7,300人 (H21) 8,112人 9,084人 9,292人 9,466人 105.2%     9,000人 （H25）

３　男女が協力し、地域全体の子どもを育む社会づくり

05 750件 (H21) 1,704件 1,839件 1,881件 1,891件 126.1%     1,500件 (H26)

第２目標「命の誕生」が心から祝福される“えひめ”

22年度 23年度 24年度 25年度 目標達成率 →22 →23 →24 →25

１　母性並びに乳児の健康の確保

松山市以外 75.4% 84.3% 84.0% 85.9 86.6 －    

松山市のみ 80.9% 87.2% 86.8% 89.2 89.1 －    

07 100% (H21) 100% 100% 100% 100% 100.0%     100% (H26)

２　周産期医療の充実

08 3.9 （H20） 3.4 4.7 3.7 4.7 －     低下 (H26)

09 0.6 (H20) 0.8 0.4 1.6 1.3 －     低下 (H26)

10 1.4 (H20) 1.7 1.1 2.5 2.3 －     低下 (H26)

３　妊娠を望み、不妊に悩む人々への支援

11 64日 （H21） 64日 63日 62日 63日 98.4%     64日 (H26)

第３目標「家族・地域の愛情」で育む“えひめ”

22年度 23年度 24年度 25年度 目標達成率 →22 →23 →24 →25

１　地域で子どもを育む環境づくり

12 13回 （H21） 40回 3回 5回 4回 13.3%     30回 (H26)

13 51企業 （H21） 46企業 47企業 46企業 58企業 58.0%     100企業 (H26)

松山市以外 7か所 8か所 9か所 9か所 10か所 100.0%     10か所

松山市のみ 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 100.0%     １か所

松山市以外 43か所 43か所 43か所 46か所 46か所 75.4%     61か所

松山市のみ 23か所 26か所 25か所 27か所 27か所 93.1%     29か所

16 31,842件 （H21） 35,162件 46,375件 34,107件 36,071件 90.2%     40,000件 (H26)

２　幼児教育・保育サービス等の充実

17 51園 （H20） 71園 74園 75園 75園 97.4%    

H26年度実績から目
標値変更（園の統廃

合）
77園→72園

(H26)

18 95園 （H21） 95園 94園 95園 95園 96.0%    

H24年度実績から目
標値変更（園の休園）

100園→99園
(H26)

松山市以外 18,407人 20,177人 20,102人 20,207人 19,992人 109.9%     18,193人

松山市のみ 5,675人 5,865人 6,005人 6,175人 6,185人 101.1%     6,115人

松山市以外 77か所 79か所 84か所 87か所 89か所 101.1%     88か所

松山市のみ 55か所 58か所 59か所 61か所 61か所 100.0%     61か所

松山市以外 42か所 41か所 44か所 44か所 44か所 81.5%     54か所

松山市のみ 30か所 31か所 32か所 33か所 35か所 97.2%     36か所

松山市以外 1か所 1か所 1か所 1か所 0か所 0.0%     4か所

松山市のみ 28か所 30か所 30か所 31か所 32か所 94.1%     34か所

松山市以外 3か所 3か所 4か所 5か所 5か所 71.4%     7か所

松山市のみ 10か所 11か所 12か所 15か所 14か所 107.7%     13か所

松山市以外 0か所 0か所 0か所 0か所 0か所 0%     1か所

松山市のみ 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 50.0%     2か所

松山市以外 7か所 7か所 7か所 7か所 7か所 77.8%     9か所

松山市のみ 2か所 2か所 2か所 2か所 2か所 66.7%     3か所

26 8園 （H21） 10園 12園 16園 16園 －     増加 (H26)

松山市以外 6か所 5か所 5か所 7か所 5か所 71.4%     7か所

松山市のみ 6か所 6か所 6か所 6か所 6か所 100.0%     6か所

松山市以外 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 50.0%     2か所

松山市のみ 6か所 6か所 6か所 6か所 6か所 100.0%     6か所

松山市以外 134か所 145か所 155か所 167か所 172か所 93.5%     184か所

松山市のみ 45か所 60か所 63か所 64か所 64か所 88.9%     72か所

28
子育て短期支援（トワイ
ライトステイ）

（H21） (H26)

29 放課後児童クラブ設置数 （H21） (H26)

病児・病後児保育の設置
か所数

（H21） (H26)

認定こども園の認定数

27
子育て短期支援（ショー
トステイ）

（H21） (H26)

23 休日保育の設置か所数 （H21） (H26)

24 夜間保育の設置か所数 （H21） (H26)

25

22 特定保育の設置か所数 （H21） (H26)

21 一時預かりの設置か所数 （H21） (H26)

(H26)

20 延長保育の設置か所数 （H21） (H26)

子育て情報サイトへのアクセス件
数

学校関係者評価の実施園数（公
立）

幼稚園における預かり保育実施園
数（私立）

19 通常保育の定員数 （H21）

15
地域子育て支援拠点施設
設置か所数

（H21） (H26)

「えひめ家庭教育サポート企業連
携事業」協定締結企業数

14
ファミリー・サポート・
センターの設置か所数

（H21） (H26)

番号 基準値（基準年度） 実　　　　　　　　績 対前年 目標値（目標年度）

周産期死亡率（出生千対）

新生児死亡率（出生千対）

乳児死亡率（出生千対）

不妊専門相談開設日数

家庭教育に関する講座・学習会の
開催回数

目　標　指　標

06
妊娠満11週以内の妊娠届
出率

（H20） 増加 (H26)

県内出産医療機関における先天性
代謝異常等検査の実施率

若年求職者の就職者数（愛workに
おける就職支援数）

日本版デュアルシステム訓練修了
後の就職率

ボランティア参加者数（各年度の
ボランティア・チャレンジ参加の
学生数）

えひめ結婚支援センターメルマガ
購読者数

番号 目　標　指　標 基準値（基準年度） 実　　　　　　　　績 対前年 目標値（目標年度）

番号 目　標　指　標 基準値（基準年度） 実　　　　　　　　績 対前年 目標値（目標年度）

「えひめのびのび子育て応援隊」
登録店舗数
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３　安心できる小児医療体制の整備

30 2地域 （H21） 2地域 2地域 2地域 2地域 100.0%     2地域 (H26)

31 8.0件 （H21） 10.0件 14.4件 21.4件 25.8件 172.0%     15件 (H26)

第４目標「健やかな成長・自立」を支援する“えひめ”

22年度 23年度 24年度 25年度 目標達成率 →22 →23 →24 →25

１　豊かな人間性と生きる力の育成

32 13回/年 （H20） 28回/年 25回/年 23回/年 23回/年 88.5%     26回/年 (H25)

33 43.7% （H20） 48.1% 48.3% 50.0% 52.5% 105.0%     50.0% (H26)

34 50,000人 （H20） 52,404人 52,235人 51,736人 59,032人 113.5%     52,000人 (H26)

35 18,955人 （H20） 34,924人 36,720人 27,797人 25,089人 －     増加 (H26)

36 90校 （H21） 187校 200校 212校 215校 －    
派遣を必要とする

全学校
(H26)

37 29クラブ （H21） 29クラブ 30クラブ 33クラブ 35クラブ 70.0%     50クラブ (H26)

38 12.0% (H21） 未調査 未調査 11.0% 未調査 － － －  －
0%

※3年に1回の調
査

(H28）

２　魅力ある学校づくり

39 100％ （H21） 100% 100% 100% 100% 100%     100％ (H26)

40 約68％ （H21） 68.0% 未調査 79.0% 75.1% － － －   向上 (H26)

41 47.5％ （H21） 51.7％ 58.2％ 63.8% 68.6% 68.6%     100% (H29)

42 58.5％ （H21） 61.9％ 71.7％ 75.6% 80.3% －     向上 (H26)

３　子どもの心や身体を、守り・育てる社会づくり

43 100％ （H21） 100% 100% 100% 100% 100%     100％ (H26)

44 142人 （H20）
150人
(H21)

149人
（H22）

171人
（H23）

167人
（H24）

－     減少 (H26)

45 990人 (H20)
927人
(H21)

936人
（H22）

934人
（H23）

818人
（H24）

－     減少 (H26)

46 326人 (H20)
313人
（H21）

316人
（H22）

303人
（H23）

235人
（H24）

－     減少 (H26)

47 1か所 （H21） 1か所 1か所 1か所 1か所 33.3%    
東･中･南予に各１

か所
(H26)

第５目標「子どもに温もりのある暮らし」を保障する“えひめ”

22年度 23年度 24年度 25年度 目標達成率 →22 →23 →24 →25

１　保護を必要とする児童に対する福祉の充実

48 － －
電話受付
対応のみ

電話受付
対応のみ

電話受付
対応のみ

電話受付
対応のみ

－    

49 － － 1か所 3か所 3か所 3か所 100.0% －   

50 － － 0か所 2か所 2か所 2か所 100.0%    

51 13市町 （H21） 17市町 18市町 18市町 18市町 90.0%     全市町 (H26)

52 7市町 （H21） 9市町 9市町 9市町 9市町 45.0%     全市町 (H26)

53 － － １か所 １か所 １か所 １か所 －    

54 6施設 （H21） 6施設 6施設 6施設 6施設 60.0%     10施設 (H26)

55 0か所 （H21） 0か所 0か所 1か所 2か所 66.7%     3か所 (H26)

56 0か所 （H21） １か所 3か所 4か所 6か所 200.0%     3か所 (H26)

57 － － 0か所 １か所 1か所 1か所 100.0%    

58 36世帯 （H21） 45世帯 62世帯 73世帯 85世帯 170.0%     50世帯 (H26)

59 20人 （H21） 27人 21人 32人 35人 87.5%     40人 (H26)

60 0か所 （H21） 0か所 0か所 0か所 0か所 0.0%     1か所 (H26)

２　共生への支援を要する子どもたちのサポート

61 13か所 （H21） 13か所 13か所 13か所 13か所 100.0%     13か所 (H26）

62 1か所 （H21） １か所 1か所
市町事業
へ移行

市町事業
へ移行

－   － － 1か所(H23）
H24から市
町事業へ

移行

63 4か所 （H21） ４か所 4か所
市町事業
へ移行

市町事業
へ移行

－   － － 5か所(H23)
H24から市
町事業へ

移行

64 85人 （H20） 168人 167人 173人 176人 106.7%     165人 (H26)

65 65.6％ （H20） 89.9% 91.7％ 93.1% 96.9% 96.9%     100％ (H26)

障害児（者）療育支援事業の実施
か所数

重症心身障害児（者）通園事業
（Ａ型）の実施か所数

重症心身障害児（者）通園事業
（Ｂ型）の実施か所数

障害児ふれあい体験学習実施児童
生徒数

個別の教育支援計画の作成率

ファミリーホームの整備

児童自立支援施設（えひめ学園）
の整備充実

本館、体育館等の施設整
備

養育里親の登録数

里親への委託児童数

情緒障害児短期治療施設の整備

乳児家庭全戸訪問事業の実施市町
数

養育支援訪問事業の実施市町数

児童養護施設の改築
整備要望に対し、積極的に
支援

施設の小規模化の推進

自立援助ホームの整備

児童相談所における夜間相談体制
の充実

中央児童相談所に
夜間休日の相談対応職員の確
保

一時保護所における環境改善（個
別対応化）

3児童相談所の被虐待児と非行児
童などの混合処遇の状況の改善

児童相談所（東予・南予）の設備
整備

2児童相談所の建替えを検
討の上、整備

学校の耐震化率（市町立小中学
校）

県立高校等での非行防止教室の開
催率

不登校児童数（小学校）

不登校生徒数（中学校）

不登校生徒数（県立高校等）

児童家庭支援センターの設置数

運動部活動へ地域の指導者を派遣
した学校数

総合型地域スポーツクラブの設置

朝食を欠食する県民の割合の減少
（小・中学生）

県立学校への学校評議員の設置率

公立小中学校における学校評議員
の設置率

学校の耐震化率（県立学校施設）

小児救急輪番制の実施地域数

小児救急医療電話相談の１日あた
りの相談件数

「えひめ食文化普及講座」の実施
回数（小学生対象数）

インターンシップを体験したこと
のある高校３年生の割合

乳幼児保育、高齢者介護、奉仕等
の体験活動への参加者数（高校
生）

子どもを対象とした芸術文化事業
への参加者数

目標値（目標年度）番号 目　標　指　標 基準値（基準年度） 実　　　　　　　　績 対前年

番号 目　標　指　標 基準値（基準年度） 実　　　　　　　　績 対前年 目標値（目標年度）
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参考資料 第１期えひめ・未来・子育てプラン（後期計画）の進捗状況（平成25年度末現在）

３　母子家庭等の自立支援と子育て・生活支援の推進

66 65％
(H18～20の

平均) 70.0% 受講者なし 66.7% － －  －  － 70％ (H26)

67 17.1％
(H18～20の

平均) 26.1% 15.4% 18.7% 43.8% 175.2%     25.0％ (H26)

68 55.6％
(H18～20の

平均) 100%
対象者

なし
100.0%

対象者
なし

－  －  － 66.7％ (H26)

69 66.7％
(H18～20の

平均) 100% 75.0% 100.0% 50.0% 50.0%     100％ (H26)

第６目標「親子に安心な生活環境」を提供する“えひめ”

22年度 23年度 24年度 25年度 目標達成率 →22 →23 →24 →25

１　安心・安全なまちづくり

70 11,746か所 （H21） 11,773か所 11,023か所 10,437か所 10,227か所 －     増加 (H26)

71 10,606台 （H21） 10,711台 9,411台 7,434台 9,282台 －     増加 (H26)

72 479団体 （H21） 468団体 471団体 469団体 449団体 －     増加 (H26)

73 16棟 （H21） 16棟 19棟 18棟 18棟 －     増加 (H26)

74 2,042灯 （H21） 2,213灯 2,373灯 2,535灯 2,695灯 －     増加 (H26)

75

こども
　13チーム
高齢者
　14チーム

（H21）

こども
　10チーム
高齢者
　14チーム

こども
　13チーム
高齢者
　12チーム

こども
　12チーム
高齢者
　12チーム

こども
 11チーム
高齢者
 12チーム

85.2%    

こども 13チーム
高齢者 14チーム
（現状維持）

(H26)

76 2,923灯 （H20） 5,486灯 6,754灯 7,415灯 8,686灯 －     増加　 (H26)

２　保護者が実践する事故防止・防災対策  

77 42.5％ （H21）
着用率
35.5%

着用率
30.5%

着用率
51.2%

着用率
57.0%

57.0%     100％ (H26)

３　子育て家庭の遊び場等の整備

78 45館 （H21） 45館 45館 46館 45館 91.8%     49館 (H26)

松山市以外 36か所 41か所 46か所 51か所 50か所 87.7%     57か所

松山市のみ 17か所 18か所 19か所 24か所 27か所 64.3%     42か所

80 25.8% （H20） 27.4% 27.4% 35.5% 41.6% 92.4%     45.0％ (H26)

第7目標「子育てと仕事の両立」を実現する“えひめ”

22年度 23年度 24年度 25年度 目標達成率 →22 →23 →24 →25

１　子育てしやすい職場環境づくり（企業で）

81 25,924人 （H20） 41,811人 45,960人 70,725人 80,637人 －     増加 (H26)

82 ４社 （H20） 243社 348社 424社 511社 95.5%    

H25年度実績か
ら目標値変更
420社→535社

(H26)

２　男女の役割分担意識の是正と働き方の見直し（家庭で）

83 66.4％ （H21） 66.4% 72.3% 72.3% 69.9% 69.9%     100％ (H32)

84
｜
１

1,888時間 （H20） 1,836時間 1,834時間
目標期間

終了
目標期間

終了
－   － － 5％以上縮減 (H23)

84
｜
２

9.7% (H19) － － 8.6% － － － －  － 5％まで削減 (H34)

３　子育てと仕事の両立支援（地域で）

85 39.5％ （H22） 39.5％ 50.2％ 45.9% 48.5% － －    向上 (H26)

※目標指標番号84-2は、24年度からの追加指標。

仕事と生活の調和の実現が図られ
ていると感じる人の割合

バリアフリー化に配慮した県営住
宅戸数割合

各年度のボランティアチャレンジ
における企業協賛イベントへの参
加者数

えひめ子育て応援企業の認証件数

年間総実労働時間の短縮

79
放課後子ども教室の設置
数

（H21） (H26)

「男女共同参画社会」という言葉
の周知度

週労働時間60時間以上の雇用者の
割合の削減（※）

防犯モデルマンションの認定棟数

防犯灯の設置数

交通安全こども・高齢者自転車愛
媛県大会への参加チーム数

ＬＥＤ信号機の整備数

チャイルドシート等の着用率

児童館の整備数

就業支援講習会受講生の就業率

自立支援教育訓練費受給者の就業
率

高等技能訓練促進費受給者の就業
率

まもるくんの会社の設置数

まもるくんの車の設置数

防犯関係のボランティア団体数

母子家庭の母等を対象とした職業
訓練受講者の就職率

目標値（目標年度）

目標値（目標年度）

番号 目　標　指　標 基準値（基準年度） 実　　　　　　　　績 対前年

番号 目　標　指　標 基準値（基準年度） 実　　　　　　　　績 対前年
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県内市町の次世代育成支援対策推進法に係る特定事業等の進捗状況（平成25年度末現在）

Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25
Ｈ26
目標

Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25
Ｈ26
目標

Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25
Ｈ26
目標

Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25
Ｈ26
目標

松山市 6,420 5,865 6,005 6,175 6,185 6,115 55 58 59 61 61 61 30 31 32 33 35 36 28 30 30 31 32 34

今治市 3,255 3,135 3,090 3,090 3,045 3,244 22 22 23 23 23 22 11 11 13 13 13 13 2

宇和島市 2,200 2,170 2,170 2,200 2,160 1,639 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 1 1 1

八幡浜市 909 909 879 879 839 636 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2

新居浜市 2,650 2,670 2,700 2,700 2,730 2,964 15 15 15 16 16 17 2 2 2 2 2 2

西条市 2,555 2,520 2,520 2,580 2,640 2,560 10 10 13 13 14 12 5 5 5 5 5 7

大洲市 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,010 3 3 3 4 4 4 1 1 1 1 1 2 1

伊予市 760 760 760 760 760 608 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1

四国中央市 1,670 1,670 1,705 1,730 1,730 1,685 2 3 4 4 4 5 7 7 7 7 7 7

西予市 1,200 1,205 1,150 1,150 1,150 950 3 3 3 3 3 4 1 1 1 1 1 1

東温市 500 500 500 500 500 560 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1

上島町 180 180 175 145 175 121 1

久万高原町 90 90 90 90 90 80 1 1 1 1 1 1 1

松前町 540 540 540 610 565 495 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1

砥部町 270 270 270 270 270 270 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2

内子町 325 325 325 325 320 292 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1

伊方町 465 465 465 435 390 200 3

松野町 180 180 180 180 180 86 1

鬼北町 430 430 430 430 430 295 1

愛南町 950 950 945 925 810 498 3 3 3 3 3 4 1 1 1 1 1 1

合　　計 26,757 26,042 26,107 26,382 26,177 24,308 132 137 143 148 150 149 71 72 76 77 79 90 29 31 31 32 32 38

松山市以外 20,337 20,177 20,102 20,207 19,992 18,193 77 79 84 87 89 88 41 41 44 44 44 54 1 1 1 1 4

か所数市町名

通常保育事業 延長保育事業 一時預かり（保育）事業 特定保育事業

定員数
（毎年度４月１日現在）

か所数 か所数
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県内市町の次世代育成支援対策推進法に係る特定事業等の進捗状況（平成25年度末現在）

松山市

今治市

宇和島市

八幡浜市

新居浜市

西条市

大洲市

伊予市

四国中央市

西予市

東温市

上島町

久万高原町

松前町

砥部町

内子町

伊方町

松野町

鬼北町

愛南町

合　　計

松山市以外

市町名

Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25
Ｈ26
目標

Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25
Ｈ26
目標

Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25
Ｈ26
目標

10 11 12 15 14 13 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3

1 1 1 2 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

13 14 16 20 19 20 1 1 1 1 1 3 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 12

3 3 4 5 5 7 1 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 9

病児・病後児保育事業
※派遣型、保育所オープン型はなし

か所数

保育所　自園型
計

休日保育事業

病児対応型（旧施設型）

か所数

夜間保育事業

か所数か所数
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県内市町の次世代育成支援対策推進法に係る特定事業等の進捗状況（平成25年度末現在）

松山市

今治市

宇和島市

八幡浜市

新居浜市

西条市

大洲市

伊予市

四国中央市

西予市

東温市

上島町

久万高原町

松前町

砥部町

内子町

伊方町

松野町

鬼北町

愛南町

合　　計

松山市以外

市町名

Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25
Ｈ26
目標

Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25
Ｈ26
目標

Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25
Ｈ26
目標

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 45 60 63 64 64 72

1 1 1 1 1 1 1 24 28 29 29 29 34

9 9 9 9 9 10

1 1 1 6 6 7 8 8 8

2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 19 20 21 23 23 23

2 2 2 2 2 2 26 26 26 26 27 26

1 1 6 11 11 17

9 10 10 10 11 10

18 20 20 21 21 20

3 4 5 5 5 5

5 5 5 5 5 7

1 1 1 1 2 2

2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 5

3 3 3 4 4 3

1 1 1 2 3

1 1 1 1 1 2 5 3

1 1 1 1 1

1 1 1 1 2 2

3 3 3 3 3 3

11 11 11 13 13 13 7 7 7 7 7 8 179 205 217 228 237 256

5 5 5 7 7 7 1 1 1 1 1 2 134 145 154 164 173 184

放課後児童健全育成事業

トワイライトステイ
か所数

か所数

子育て短期支援事業

ショートステイ

か所数
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県内市町の次世代育成支援対策推進法に係る特定事業等の進捗状況（平成25年度末現在）

松山市

今治市

宇和島市

八幡浜市

新居浜市

西条市

大洲市

伊予市

四国中央市

西予市

東温市

上島町

久万高原町

松前町

砥部町

内子町

伊方町

松野町

鬼北町

愛南町

合　　計

松山市以外

市町名 一般型
地域機能
強化型

連携型

か所数 か所数 か所数

Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ２５ Ｈ２５ Ｈ２５ Ｈ26目標 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25
Ｈ26
目標

4 4 4 5 16 16 14 15 6 6 7 7 20 7 29 1 1 1 1 1 1

4 4 4 5 3 3 3 3 3 5 11 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

1 1 1 2 2 2 2 2 4 7 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 8 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2

1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

1 1 1 1 1 2

1

1 1 1 1 1 1

1 1 2

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3

16 16 16 19 47 47 45 47 6 6 7 7 61 5 7 90 8 9 10 10 11 11

12 12 12 14 31 31 31 32 41 5 61 7 8 9 9 10 10

センター型

か所数か所数
計

児童館型
か所数

か所数

地域子育て支援拠点事業
※平成25年度から事業類型が再編（平成26年度からは、一般型・連携型に再編）

ファミリー・サポート・セ
ンター事業

ひろば型
（つどいの広場）
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第１目標「家庭を持つことや子育てに夢」が感じられる“えひめ” 目標指標数　４

１　次代の親づくり

２　若者の自立と就労支援

01 2,500人 (H26) 2,500人 （H27） 雇用対策室

02 190人 (H25) 250人 (H31) 労政雇用課

03 83% (H25) 増加 (H31) 労政雇用課

３　良きパートナーとの出会いの支援

04 7,800組 (H26) 14,600組 (H31) 子育て支援課

第２目標「命の誕生」が心から祝福される“えひめ” 目標指標数　９

１　切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策

06 9.0% (H25) 低下 (H30) 健康増進課

07 8.1% (H25) 4.0% (H30) 健康増進課

08 8.6% (H25) 6.0% (H30) 健康増進課

09 78.2% (H25) 85.0% (H30) 健康増進課

２　妊娠・出産を見守り支える地域づくり

10 4.7 （H25） 3.9 (H30) 健康増進課

11 1.3 (H25) 0.6 (H30) 健康増進課

12 2.3 (H25) 1.4 (H30) 健康増進課

３　妊娠を望み、不妊に悩む人々への支援

13 64日 （H25） 64日 (H30) 健康増進課

若年無業者の進路決定者数

番号 目　標　指　標 基準値（基準年度） 目標値（目標年度）

基準値（基準年度）

えひめ結婚支援センターで誕生したカッ
プル数
えひめ結婚支援センターで誕生したカッ
プル数

目標値（目標年度）目　標　指　標

05

むし歯のない３歳児の割合

（H25） 増加 (H30)

番号

妊娠満11週以内の妊娠届出率

周産期死亡率（出生千対）

不妊専門相談開設日数

全出生数中の低出生体重児の割合

87.6%

若年求職者の就職者数
（愛workにおける就職支援数）

日本版デュアルシステム訓練修了後の就
職率

乳児死亡率（出生千対）

新生児死亡率（出生千対）

担当課

４　第２期えひめ・未来・子育てプラン（前期計画）の目標指標一覧

１歳６か月児健康診査の未受診率

３歳児健康診査の未受診率

健康増進課

担当課
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４　第２期えひめ・未来・子育てプラン（前期計画）の目標指標一覧

第３目標「家族・地域の愛情」で育む“えひめ” 目標指標数　１０

１　地域で子どもを育む環境づくり（公的支援）

14 396人 （H25） 500人 (H31) 生涯学習課

15 59企業 （H26） 100企業 (H31) 生涯学習課

18 0か所 （H26） 5か所 (H31) 健康増進課

２　地域で子どもを育む環境づくり（民間と協働した支援）

19 11か所 （H26） 14か所 (H31) 労政雇用課

20 1,900件 （H26） 2,150件 (H31) 子育て支援課

３　安心できる小児医療体制の整備

21 2地域 （H26） 2地域 (H31) 医療対策課

22 毎日 （H26） 毎日 (H31) 医療対策課

23 100% （H25） 100% (H30) 健康増進課

ファミリー・サポート・センターの設置
か所数

小児救急医療電話相談の実施日数

目　標　指　標

「えひめ家庭教育サポート企業連携事
業」協定締結企業数

子育て世代包括支援センターの整備数

0件 （H26） (H31)

小児救急輪番制の実施地域数

91か所

「えひめのびのび子育て応援隊」登録店
舗数

16

番号

17 （H26） (H31)

3,000件

基準値（基準年度） 目標値（目標年度）

77か所

スマートフォン対応の子育てアプリダウ
ンロード数

家庭教育を支援する講座・学習会の開催
回数

地域子育て支援拠点施設設置か所数

県内医療機関等における新生児マススク
リーニング検査の実施率

子育て支援課

子育て支援課

担当課
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４　第２期えひめ・未来・子育てプラン（前期計画）の目標指標一覧

第４目標「希望する幼児教育と保育」が受けられる“えひめ” 目標指標数　１５

１　幼児期の教育・保育の充実

24 41,161人 （H26） 41,723人 (H31) 子育て支援課

25 6,009人 （H26） 9,479人 (H31) 子育て支援課

26 122,368人 （H26） 174,667人 (H31) 子育て支援課

27 0か所 （H26） 48か所 (H31) 子育て支援課

28 6,542人 （H26） 24,588人 (H31) 子育て支援課

29 0人 （H26） 250人 (H31) 子育て支援課

30 全園（77園） （H25） 全園 (H30) 義務教育課

31 91園 （H25） 100園 (H31) 私学文書課

32 16か所 （H26） 96か所 (H31) 子育て支援課

２　放課後児童対策の充実

３　地域子ども・子育て支援の充実

36 0か所 （H26） 24か所 (H31) 子育て支援課

38

利用者支援事業実施か所数

地域型保育事業の実施か所数

放課後子ども教室の設置数

私立幼稚園等における預かり保育実施園
数

時間外保育の実利用者数

番号

認定こども園の認可・認定数

35

37

子育て支援員認定数

34

33

（H26）

1,400人（H26）

12か所

子育て短期支援（トワイライトステイ） (H31)

(H31)

10か所

（H26）10か所

7か所

子育て短期支援（ショートステイ）

（H26） (H31)

学校関係者評価の実施園数（公立）

基準値（基準年度）

認定こども園、幼稚園、保育所の利用者
数

9,817人 13,509人

目　標　指　標 目標値（目標年度）

病児・病後児保育（ファミサポ事業［病
児緊急対策強化事業を含む］）延べ利用
者数

0人放課後児童支援員認定数

放課後児童クラブの登録児童数

一時預かり延べ利用者数

担当課

子育て支援課

生涯学習課

子育て支援課

子育て支援課

(H31)79か所 （H26） 104か所

(H31)

子育て支援課
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４　第２期えひめ・未来・子育てプラン（前期計画）の目標指標一覧

第５目標「健やかな成長・自立」を支援する“えひめ” 目標指標数　１６

１　豊かな人間性と生きる力の育成

39 23回/年 （H25） 26回/年 (H31) 農産園芸課

40 52.5% （H25） 53.5% (H31) 高校教育課

41 200% （H25） 205% (H31) 高校教育課

42 29クラブ （H22年度末） 68クラブ (H29)
文化・スポーツ

振興課

43 11.0% (H24） 0% (H31） 健康増進課

２　魅力ある学校づくり

44 100％ （H26） 100％ (H31) 高校教育課

45 100％ （H25） 100％ (H31) 義務教育課

47 68.6％ （H25） 100％ (H29) 高校教育課

48 80.3％ （H26） 97.8% (H31) 義務教育課

３　子どもの心や身体を、守り・育てる社会づくり

49 100％ （H26） 100％ (H31) 高校教育課

50 9人 (H25) 減少 (H29) 健康増進課

51 8.6 （H24） 減少 (H29) 健康増進課

52 164人 （H25） 減少 (H31) 義務教育課

53 868人 （H25） 減少 (H31) 義務教育課

54 259人 （H25） 減少 (H31) 高校教育課

未成年の自殺死亡数

十代の人口妊娠中絶率（人口対千）

乳幼児保育、高齢者介護、奉仕等の体験
活動への参加者の割合（高校生）

目標値（目標年度）

「えひめ食文化普及講座」の実施回数
（小学生対象数）

基準値（基準年度）番号 目　標　指　標

不登校児童数（小学校）

総合型地域スポーツクラブの設置数

学校の耐震化率（県立学校施設）

朝食を欠食する県民の割合（小・中学
生）

公立小中学校における学校評議員（類似
制度含む。）の設置率

県立学校への学校評議員の設置率

学校の耐震化率（市町立小中学校）

インターンシップを体験したことのある
高校３年生の割合

県立高校等での非行防止教室の開催率

不登校生徒数（県立高校等）

担当課

151 （H26） 生涯学習課20046
「えひめ学校教育サポーター企業」 登
録企業・団体数

不登校生徒数（中学校）

(H31)
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４　第２期えひめ・未来・子育てプラン（前期計画）の目標指標一覧

第６目標「子どもに温もりのある暮らし」を保障する“えひめ” 目標指標数　２０

１　保護を必要とする子どもに対する福祉の充実

55 子育て支援課

56 子育て支援課

57 0名 （H26） 60名 (H31) 子育て支援課

58 19市町 （H26） 全市町 (H31) 子育て支援課

59 9市町 （H26） 全市町 (H31) 子育て支援課

60 子育て支援課

61 8施設 （H26） 12施設 (H31) 子育て支援課

62 2か所 （H26） 4か所 (H31) 子育て支援課

63 6か所 （H26） 8か所 (H31) 子育て支援課

64 82世帯 （H26） 120世帯 (H31) 子育て支援課

65 63人 （H26） 80人 (H31) 子育て支援課

66 0か所 （H26） 1か所 (H31) 子育て支援課

67 1か所 （H26） 3か所 (H31) 子育て支援課

２　共生への支援を要する子どもたちのサポート

68 1,896人 （H25） 2,971人 (H31） 障害福祉課

69 176人 （H25） 230人 (H31）
特別支援教育

課

70 96.9% （H25） 100％ (H31）
特別支援教育

課

３　ひとり親家庭等の自立支援と子育て・生活支援の推進

71 26.0％ (H23～H25) 33.3％ (H31) 子育て支援課

72 100％ (H23～H25) 100％ (H31) 子育て支援課

73 75％ (H23～H25) 100％ (H31) 子育て支援課

74 － 100％ (H31) 子育て支援課

障害児ふれあい体験学習実施児童生徒数

養育里親の登録数

一時保護所における環境改善（個別対応
化）

養育支援訪問事業の実施市町数

要保護児童対策市町職員研修の実施

基準値（基準年度） 目標値（目標年度）

自立援助ホームの整備

施設の小規模化・地域分散化の推進

児童家庭支援センターの設置数

ファミリーホームの整備

自立支援教育訓練費受給者の就業率

児童養護施設の改築

里親・ファミリーホームへの委託児童数

情緒障害児短期治療施設の整備

個別の教育支援計画の作成率

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験
給付金受給者の合格率

児童相談所の被虐待児と非行児童などの混合処遇
状況の改善

高等職業訓練促進給付金受給者の就業率

障害児通所支援の利用児童数

整備要望に対し、積極的に支援

乳児家庭全戸訪問事業の実施市町数

就業支援講習会受講生の就業率

番号 担当課

中央児童相談所に夜間休日の相談対応職員を確保

目　標　指　標

児童相談所における夜間相談体制の充実
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４　第２期えひめ・未来・子育てプラン（前期計画）の目標指標一覧

第７目標「親子に安心な生活環境」を提供する“えひめ” 目標指標数　８

１　安心・安全なまちづくり

75 10,227か所 （H25） 増加 (H31)
生活安全企画

課

76 9,282台 （H25） 増加 (H31)
生活安全企画

課

77 448団体 （H25） 増加 (H31)
生活安全企画

課

78 8,686灯 （H25年度） 増加 (H31) 交通規制課

79 57.0％ （H25） 100％ (H31)
消防防災安全

課

３　子育て家庭の遊び場等の整備

80 45館 （H26） 49館 (H31) 子育て支援課

81 338,250人 （H25） 400,000人 (H31) 子育て支援課

82 41.6% （H25） 57.0％ (H31) 建築住宅課

第８目標「子育てと仕事の両立」を実現する“えひめ” 目標指標数　４

１　子育てしやすい職場環境づくり（企業で）

83
女性：81.2％
男性： 3.2％

（H25）
女性：85.0％
男性： 5.0％

(H31) 労政雇用課

84 511社 （H25） 650社 (H31) 労政雇用課

２　固定的性別役割分担意識の是正と働き方の見直し（家庭で）

85 25.5％ （H26） 35％ (H32)
男女参画・県民

協働課

３　子育てと仕事の両立支援（地域で）

86 48.4％ （H26） 向上 (H31) 子育て支援課

まもるくんの車の設置数

仕事と生活の調和の実現が図られている
と感じる人の割合

チャイルドシート等の着用率

児童館の設置数

バリアフリー化に配慮した県営住宅戸数
割合

目　標　指　標

男女の地位が平等と感じる人の割合

えひめこどもの城の来園者数

えひめ子育て応援企業の認証件数

育児休業取得率

担当課

担当課

防犯関係のボランティア団体数

番号

ＬＥＤ信号機の整備数

まもるくんの会社の設置数

基準値（基準年度） 目標値（目標年度）

基準値（基準年度）

２　保護者が実践する事故防止・防災対策

目標値（目標年度）目　標　指　標番号
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